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会社のお金の行方を考える。
Check
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我社はもうすぐ繁忙期に入ります。
繁忙期は従業員に残業してもらうことになるため、
残業時に食事の支給を考えています。
この費用は、全額会社が負担する予定ですが、
給与手当として課税対象になるのでしょうか？

0120-743-745 info@kizuna-n.com






